
規 則

〇北海道屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則…………………（都市計画課） １

規 則

北海道屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２４年３月３０日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第４５号

北海道屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則
北海道屋外広告物条例施行規則（昭和２６年北海道規則第１７号）の一部を次のように改正す
る。
第２条第２項第１号オ中「第８条第２５項」を「第８条第２７項」に改める。
第８条の３第１項中「名称」を「商号若しくは名称」に改める。
第２１条第２項第１号中「法定代理人」の次に「（法定代理人が法人である場合にあっては、
その役員を含む。第３号及び第２４条の２第２項第４号において同じ。）」を加える。
別記第１号様式から別記第３号様式までの規定中「及び名称並びに」を「、商号又は名称
及び」に改める。

別記第３号様式の２及び別記第３号様式の３中
「〔法人にあっては、主たる事務所の
在地及び名称並びに代表者の氏名

所〕」を
「

〔
法人にあっては、主たる事務所の所
在地、商号又は名称及び代表者の氏
名 〕」に改める。

別記第３号様式の４から別記第５号様式までの規定及び別記第８号様式の２中「及び名称
並びに」を「、商号又は名称及び」に改める。

別記第１０号様式の３中「（法人にあっては、主たる事務所の所
在地及び名称並びに代表者の氏名 ）」を

「

（
法人にあっては、
在地、商号又は名
名

主たる事務所の所
称及び代表者の氏）」に改める。

別記第１１号様式（表）中「〔法人にあっては、主たる事務所の所
在地及び名称並びに代表者の氏名 〕」を

「

〔
法人にあって
在地、商号又
名

は、主たる事務所の所
は名称及び代表者の氏〕」に、「）の職氏名」を「。以下同じ。）の職名及び氏名」に、
「

職
」
を
「

職 名
」
に、

「
未成年者である場合
の法定代理人の氏名
及び住所

ふりがな
氏 名

住 所
〒

（電話 番）
」

を

「
未成年者である場合
の法定代理人の氏名
又は名称及び住所

ふりがな

氏名及び生年月日

（
法人にあっては、名
称並びに代表者の氏
名及び生年月日 ）生年月日 年 月 日

住 所

（法人にあっては、主
たる事務所の所在地）

〒

（電話 番）
」

に改め、同様式（表）の末尾欄外注の２の事項�中「法定代理人」の次に「（法定代理人が
法人である場合にあっては、その役員を含む。）」を加え、同様式（裏）中

「 （裏）

営

業

所

名 称

所 在 地 〒
（電話 番）

業務
主任
者設
置状
況

ふりがな
氏 名

（資格等の名称 ）

住 所 〒
（電話 番）

」
を
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「 （裏）

法定代理人が法人で
ある場合のその役員
の職名及び氏名

職 名 ふりがな
氏 名

」
に改める。
別記第１１号様式の２中「法定代理人」の次に「（法定代理人が法人である場合にあっては、
その役員を含む。）」を加える。

別記第１１号様式の３中
「
登録申請者（

本人
法人の役員
法定代理人）の略歴書」を

「

登録申請者（
本人
法人の役
法定代理
法定代理

員
人
人（法人）の役員）の略歴書」に改め、同様式の末尾欄外注の１の事項中「法定代理人」の
次に「・法定代理人（法人）の役員」を加え、同注の２の事項中「及び名称並びに」を「、商
号又は名称及び」に改める。

別記第１２号様式（表）中「）の職氏名」を「。以下同じ。）の職名及び氏名」に、
「

職
」
を
「

職 名

」
に、「及び住所」を「又は名称及び住所」に、

「
ふりがな
氏 名

住 所
〒

（電話 番）

業
務
主
任
者
設
置

ふりがな
氏 名

住 所
〒

（電話 番）

状
況
資 格 等 の 名 称
（修了番号又は認定番号） （ ）

」
を
「 ふりがな

氏名及び生年月日

（
法人にあっては、名
称並びに代表者の氏
名及び生年月日 ）生年月日 年 月 日

住 所

（法人にあっては、主
たる事務所の所在地）

〒

（電話 番）

法定代理人が法人である場合のその役員の職名及び氏名

職 名 ふりがな
氏 名 職 名 ふりがな

氏 名

」
に改め、同様式（裏）中
「 （裏）

営業所

名 称

所 在 地
〒

（電話 番）

業
務
主
任
者
設
置
状
況

ふりがな
氏 名

住 所
〒

（電話 番）

資 格 等 の 名 称
（修了番号又は認定番号） （ ）

」
を
「 （裏）

業
務
主
任

ふりがな
氏 名

〒
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者
設
置
状
況

住 所
（電話 番）

資 格 等 の 名 称
（修了番号又は認定番号） （ ）

」

に改める。

別記第１２号様式の２及び別記第１２号様式の３中
「〔法人にあっては、主たる事務所の
在地及び名称並びに代表者の氏名

所〕」を
「

〔
法人にあっては、主たる事務所の所
在地、商号又は名称及び代表者の氏
名 〕」に改める。

別記第１３号様式（表）中「〔法人にあっては、主たる事務所の所
在地及び名称並びに代表者の氏名 〕」を

「

〔
法人にあって
在地、商号又
名

ふ り が なは、主たる事務所の所
は名称及び代表者の氏〕」に改め、同様式（裏）中「職 ・ 氏 名」を「職 名 ・

ふ り が な

氏 名」に、

「
の

法

定

代

理

人

未
成
年
者
で
あ
る
場
合

ふ り が な

氏 名

住所、郵便番号及び
電話番号

〒

電話 番

〒

電話

番
」

を

「
の

法

定

代

理

人

未

成

年

者

で

あ

る

場

合

ふりがな

氏名及び生年月日
（法人にあっては、
名称並びに代表者の
氏名及び生年月日） 生年月日 年

住所（法人にあって
は、主たる事務所の
所在地）、郵便番号
及び電話番号

〒

電話

法定代理人が法人で
ある場合のその役員

ふりがな

の職名・氏名

月 日

番

〒

電話 番

」

に改める。

別記第１４号様式、別記第１４号様式の４及び別記第１４号様式の５中
「〔法人にあっては、主
在地及び名称並びに

たる事務所の所
代表者の氏名 〕」を

「

〔
法人にあっては、主たる事務所の所
在地、商号又は名称及び代表者の氏
名 〕」に改める。

附 則

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北海道屋外広告物条例施行規則の規定
に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の北海道屋
外広告物条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを
妨げない。
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